
審問のオブザーバへの注意事項

審 問 の オ ブ ザ ー バ は 、こ の 文 書 を 読 ん だ 上 で 署 名 し 、審 問 パ ネ ル の チ ェ ア マ

ン に 渡 し て 下 さ い 。 こ の 文 書 は 当 該 審 問 の 書 類 と 共 に 保 存 さ れ ま す 。

1. オ ブ ザ ー バ に よ る 審 問 の 傍 聴

1.1. オ ブ ザ ー バ は 、プ ロ テ ス ト 委 員 長 ま た は パ ネ ル ・チ ェ ア マ ン の 許 可

に 基 づ き 審 問 を 傍 聴 す る こ と が で き ま す 。審 問 中 は パ ネ ル ・チ ェ ア

マ ン の 指 示 に 従 っ て 下 さ い 。

1.2. 審 問 の 当 事 者 は 、オ ブ ザ ー バ の 拒 否 を 申 し 出 る こ と が で き ま す 。そ

の 場 合 、プ ロ テ ス ト 委 員 長 ま た は パ ネ ル ・チ ェ ア マ ン が 、そ の オ ブ

ザ ー バ の 傍 聴 を 認 め る か 否 か を 決 定 し ま す 。

1.3. パ ネ ル ・チ ェ ア マ ン は 、審 問 中 い つ で も 、オ ブ ザ ー バ の 退 席 を 求 め

る こ と が で き ま す 。

2. オ ブ ザ ー バ の 遵 守 事 項

2.1. 審 問 室 内 で は 、審 問 室 外 と の 通 信 通 話 、録 音 ・録 画 を 行 う と 、別 の

ペ ナ ル テ ィ ー が 課 さ れ る 可 能 性 が あ り ま す 。

2.2. パ ネ ル ・チ ェ ア マ ン が 認 め た 場 合 を 除 き 、審 問 室 内 で は 当 事 者 、証

人 、他 の オ ブ ザ ー バ と の 会 話（ 合 図 な ど も 含 む ）は し な い で 下 さ い 。

3. そ の 他

オ ブ ザ ー バ は 、 審 問 が 開 始 さ れ 傍 聴 を 始 め る と 、 証 言 を す る こ と が で き

な く な り ま す （ 規 則 63.4(e)参 照 ） 。 証 人 に な る 可 能 性 が あ る 場 合 に は 、

審 問 の 開 始 前 に パ ネ ル ・ チ ェ ア マ ン に 申 し 出 て 下 さ い 。
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